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年 月 日 時 分から

年 月 日 時 分まで
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⑤　民俗資料館内で、録画及び撮影行為をしないこと。

　　員会に届け出るとともに、その損害を賠償すること。

④　資料及び施設を汚損、毀損、又は滅失したときは、教育委

①　民俗資料館を利用の際は、この通知書を持参すること。

　日高町民俗資料館の使用について、次のとおり決定します。

②　この通知書を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

③　使用期間を遵守すること。

⑥　民俗資料館内で飲食及び喫煙をしないこと。

日高町民俗資料館の利用について

日高町民俗資料館開放申請書兼決定書

申請者

住 所

団 体 名

氏 名

電話番号

使 用 目 的

使 用 人 数

　　年　　　月　　　日

　　年　　　月　　　日

その他必要
な

事 項

遵 守 事 項

人 使用責任者

　次のとおり開放をお願いしたいので申請します。なお、本申請にあたり、遵守

事項を厳守します。

使 用 月 日
及 び 時 間

　□　不許可（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□　許可

※遵守事項を厳守しない場合やその他教育委員会が必要と認めた場合にお
　いて、決定を取り消す場合があります。

受付担当者

[教育委員会 記入欄]


